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高知労働局
第14次労働災害
防 止 計 画
の ポ イ ン ト

〇 2023年度(令和５年度)～2027年度(令和９年度)までの５か年

計画期間

高知労働局及び労働基準監督署、事業者、労働者、関係者等が一体となって、
一人の被災者も出さないという基本理念の実現に向け、「Safe Work KOCHI」を
キャッチフレーズに9つの重点事項に取り組むことにより、

〇死亡災害 ① 2022年と比較して、2027年において５％以上減少させる。
② 2018年から2022年までと比較して、2023年から2027年
までで５％以上減少させる。

〇死傷災害 ① 2022年と比較して、2027年において減少させる。
② 2018年から2022年までと比較して、2023年から2027年ま
でで増加させない。

計画の目標

２ 労働者の作業行動に起因する労働災害防止対策の推進

１ 自発的に安全衛生対策に取り組むための意識啓発

アウトカム指標
（アウトプット指標を達成した結果期待される事項）

アウトプット指標
（重点事項に関連して、事業者に求める達成目標）

増加傾向にある転倒災害について、年齢層別の
労働災害発生割合の増加に歯止めをかける。

転倒災害対策（ハード・ソフト両面からの対
策）に取り組む事業場の割合を50％以上とする。

全業種
対象 腰痛災害対策に取り組む事業場の割合を50％以

上とする。
正社員以外の労働者への安全衛生教育の実施率
を80％以上とする。

卸売業・
小売業
／医療・
福祉

社会福祉施設における腰痛の労働災害発生割合
について、2022年と比較して2027年までに減
少させる。

介護・看護業務において、ノーリフトケアを導
入している事業場の割合を2027年までに増加
させる。

医療・福
祉

高知労働局 ・ 各労働基準監督署 （R7.９）

取組事項

〇安全衛生に関する取組の見える化を図る仕組みを活用し、主体的に安全衛生対策に取り組む。

【SAFEコンソーシアムポータルサイト】【安全衛生優良企業公表制度
（職場のあんぜんサイト）】

取組事項

〇転倒災害対策にハード(床補修、履物改善等)・ソフト(予防体操、予防教育等)両面からの対策に取り組む。
〇職場における腰痛予防対策指針に基づき取り組む。

【転倒災害防止対策の推進について
（職場のあんぜんサイト）】

【転倒災害の防止
（厚生労働省HP）】

３ 高年齢労働者の労働災害防止対策の推進

アウトカム指標アウトプット指標

増加傾向にある60歳以上の労働災害発生割合に
ついて、2022年と比較して2027年までに増加に
歯止めをかける。

「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガ
イドライン」に基づく高年齢労働者の安全衛
生確保の取組を実施する事業場の割合を2027
年までに50％以上とする。

全業種
対象

【腰痛予防対策
（厚生労働省HP）】

当計画では、９つの重点事項と、重点ごとにアウトプット指標、アウトカム指標を設けています。
アウトプット指標の達成等に向け、各取組事項について、計画的な対応をお願いします。
重点事項ごとのアウトプット指標・アウトカム指標（重点２～８のみに設定）と取組事項
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４ 業種別の労働災害防止対策の推進

アウトカム指標アウトプット指標

死亡者数を2018年から2022年までと比較して、
2023年から2027年までの５年間で10％以上減
少させる。

墜落・転落災害の防止に関するリスクアセス
メントに取り組む事業場の割合を、2027年ま
でに85％以上とする。

建設業

死亡者数を2018年から2022年までと比較して、
2023年から2027年までの５年間で15％以上減
少させる。

機械による「はさまれ・巻き込まれ」防止対
策に取り組む事業場の割合を、2027年までに
60％以上とする。

製造業
機械による「はさまれ・巻き込まれ」災害の
死傷者数を、2022年と比較して2027年までに
５％以上減少させる。
死亡者数を2018年から2022年までと比較して、
2023年から2027年までの５年間で10％以上減
少させる。

「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関
するガイドライン」に基づく措置を実施する
事業場の割合を、2027年までに60％以上とす
る。

林業

死傷者数を、2022年と比較して2027年までに
５％以上減少させる。

「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全
対策ガイドライン」に基づく措置を実施する
事業場の割合を、2027年までに45％以上とす
る。

陸上貨
物運送
事業

取組事項

〇 高年齢労働者は、「転倒」や「動作の反動・無理な動作」といった、いわゆる行動災害に被災する割
合が高いことを踏まえ、「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」に基づき、安全衛生
管理体制の確立、職場環境の改善等に取り組む。
【高年齢労働者の安全衛生対策について
（厚生労働省HP）】

取組事項

建設業
〇 高所作業、はしご・脚立等使用作業における墜落・転落災害防止対策及び墜落・転落災害の防止に関
するリスクアセスメントに取り組む。

〇「騒音障害防止のためのガイドライン」に基づく健康障害防止対策に取り組む。

製造業
〇 機械によるはさまれ・巻き込まれ防止に関するリスクアセスメントに取り組む。
〇「機械安全化の改善事例集」等を踏まえ、現場作業者の被災リスク低減措置に取り組む。

林業
〇「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」に基づく措置を実施する。
〇「林業の作業現場における緊急連絡体制の整備等のためのガイドライン」に基づき、災害発生時等の
緊急時連絡体制の整備・確立及び早急救護の促進を図る。

陸上貨物運送事業
〇「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」に基づく措置を実施する。

【騒音障害防止対策
（厚生労働省HP）】

【リスクアセスメント等関連資料
・教材一覧（厚生労働省HP）】

【伐木作業・林業における安全対策
（厚生労働省HP）】

【リスクアセスメントの実施支援システム
製造業向け（職場のあんぜんサイト）】

【陸上貨物運送事業者の皆様へ「陸上貨物運
送事業における荷役作業の安全対策ガイドラ
イン」のご案内（厚生労働省HP）】

【荷主等（荷主、配送先、元請事業者等）の皆様
へ「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対
策ガイドライン」のご案内（厚生労働省HP）】

【リスクアセスメントの実施支援システム
建設業向け（職場のあんぜんサイト）】
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アウトカム指標アウトプット指標

週労働時間40時間以上である雇用者のうち、週
労働時間60時間以上の雇用者の割合を、2025年
までに５％以下とする。

企業における年次有給休暇の取得率を、2025年
までに70％以上とする。

全業種
対象

勤務間インターバル制度を知っている企業の割
合を、2025年までに80％以上とする。

自分の仕事や職業生活に関することで強い不安、
悩み、ストレスがあるとする労働者を、2023年
と比較して減少させる。

メンタルヘルス対策に取り組む事業場の割合を、
2027年までに80％以上とする。
労働者50人未満の小規模事業場におけるストレ
スチェック実施の割合を、2027年までに50％以
上となるよう促進を図る。
各事業場において必要な産業保健サービスを提
供している事業場の割合を、2027年までに80％
以上とする。

６ 化学物質等による健康障害防止対策の推進

アウトカム指標アウトプット指標

化学物質を起因物とする死傷災害の件数を、
2018年から2022年までと比較して、2023年から
2027年までで５％以上減少させる。

①危険性又は有害性が把握されている化学物質
について、リスクアセスメントを行っている事
業場の割合を、2027年までに80％以上とすると
ともに、
②リスクアセスメント結果に基づいて、労働者
の危険又は健康障害を防止するための必要な措
置を実施している事業場の割合を2027 年までに
80％以上とする。

全業種
対象

増加が懸念される熱中症による死傷者数を、
2018年から2022年までと比較して、2023年から
2027年までで減少させる。

熱中症災害防止のため、暑さ指数を把握し活用
している事業場の割合を、2023 年と比較して
2027年までに増加させる。

５ 労働者の健康確保対策の推進

取組事項

〇「労働者の心の健康の保持増進のための指針」に基づき、ストレスチェックを含めたメンタルヘルスケ
アを実施する。

〇 治療と仕事の両立支援対策に取り組む。
〇 メンタルヘルス対策、治療と仕事の両立支援対策の導入・職員研修等において、高知産業保健総合支
援センターを活用する。
【労働者の心の健康の保持増進の
ための指針（厚生労働省HP）】

【治療と仕事の両立支援
ナビ ポータルサイト】

【高知産業保健総合
支援センターHP】

取組事項

〇 化学物質について、SDS等を活用したリスクアセスメント等の実施及びその結果に基づく自律的なば
く露低減措置を実施する。

〇 石綿について、有資格者による事前調査の実施と石綿事前調査結果報告システムを用いた事前調査
結果報告及び事前調査結果に基づく適切なばく露防止対策を実施する。

〇 熱中症について、「職場における熱中症予防基本対策要綱」「改正労働安全衛生規則に基づく職場
における熱中症対策の強化」に基づく措置を実施する。

【職場における熱中症予防
情報 ポータルサイト】

【職場の化学物質管理情報
ポータルサイトケミガイド】

【石綿総合情報
ポータルサイト】

7



アウトカム指標アウトプット指標

交通労働災害における死亡者数を、2018年から
2022年までと比較して、2023年から2027年まで
で10％以上減少させる。

「交通労働災害防止のガイドライン」を活用
している事業場、交通労働災害防止のための
安全教育を実施している事業場を2023年と比
較して2027年までに増加させる。

全業種
対象

８ 外国人労働者に対する安全衛生対策の推進

アウトカム指標アウトプット指標

外国人労働者の労働災害発生割合を2022年と比
較して増加させない。

外国人労働者の母国語に翻訳された教材や視
聴覚教材を用いる等、外国人労働者に分かり
やすい方法での労働災害防止の教育を実施す
る事業場を50％以上とする。

全業種
対象

７ 交通労働災害防止対策の推進

９ 個人事業者等に対する安全衛生対策の推進

高知労働局第14次労働災害防止計画等について

取組事項

〇 外国人労働者が機械等による危険を視覚・直感的に理解できるイラスト等の標識・掲示を実施する。
〇 安全衛生教育の実施に当たっては、外国人労働者向けの安全衛生教育マニュアルを活用する。

取組事項

〇「交通労働災害防止のためのガイドライン」に基づく措置を実施する。
【交通労働災害防止のためのガイドライン
（厚生労働省HP）】

【外国人労働者の安全衛生管理
（厚生労働省HP）】

取組事項

〇 危険有害作業、危険箇所での作業の一部を請け負わせる一人親方等や、同じ場所で作業を行う労働
者以外の人に対しても、労働者と同等の保護が図られるよう、労働安全衛生法第22条に規定する健康
障害を防止するための措置、労働安全衛生法第20条等に関する作業場所に起因する危険性に対処する
ものに関する措置として、退避や危険箇所への立入禁止等の措置を実施する。
【個人事業者等の安全衛生対策について
（厚生労働省HP）】

〇 高知労働局 第14次労働災害防止計画
https://jsite.mhlw.go.jp/kochi-roudoukyoku/newpage_00809.html

〇 Safe Work KOCHI
https://jsite.mhlw.go.jp/kochi-
roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/_120250/_120440.html
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高知労働局
第14次労働災害
防 止 計 画
の 推 進 状 況
(令和６年度アウトプッ
ト指標自主点検集計 )

〇 2023年度(令和５年度)～2027年度(令和９年度)までの５か年

計画期間

高知労働局及び労働基準監督署、事業者、労働者、関係者等が一体となって、
一人の被災者も出さないという基本理念の実現に向け、「Safe Work KOCHI」を
キャッチフレーズに9つの重点事項に取り組むことにより、

〇死亡災害 ① 2022年と比較して、2027年において５％以上減少させる。
(６人以下)

② 2018年から2022年までと比較して、2023年から2027年まで
で５％以上減少させる。(42人以下)

〇死傷災害 ① 2022年と比較して、2027年において減少させる。(940人以下)
② 2018年から2022年までと比較して、2023年から2027年まで
で増加させない。(4768人以下)

計画の目標

重点事項の進捗状況（アウトプット指標・アウトカム指標は、重点２～８のみに設定）

２ 労働者の作業行動に起因する労働災害防止対策の推進

１ 自発的に安全衛生対策に取り組むための意識啓発

アウトカム指標
（アウトプット指標を達成した結果期待される事項）

アウトプット指標
（重点事項に関連して、事業者に求める達成目標）

増加傾向にある転倒災
害について、年齢層別
の労働災害発生割合の
増加に歯止めをかける。

転倒災害対策（ハー
ド・ソフト両面からの
対策）に取り組む事業
場の割合を50％以上と
する。

全
業
種
対
象

腰痛災害対策に取り組
む事業場の割合を50％
以上とする。

正社員以外の労働者へ
の安全衛生教育の実施
率を80％以上とする。

卸
売
業
・
小
売
業

／
医
療
・
福
祉

安全衛生対策に取り組む事業者が社会的に評価されるよう、「安全衛生優良企業公表制度」「SAFEコン
ソーシアム」および「Safe Work KOCHI」など既存の安全衛生に関する取組の見える化を図る仕組みにつ
いて、各種説明会、会議及びホームページ上で周知するとともに、制度の活用勧奨を実施。

47.6% 50%以上

30%
40%
50%
60%

2024* 2027

40.6%
50%以上

30%
40%
50%
60%

2024* 2027

78.8%
78.4%

80%以上

40%
50%
60%
70%
80%
90%

2024*
卸売業
・小売業

2024*
医療
・福祉

2027

6.4%

8.7%

8.4%

3.4%

1.9%

1.2%

3.9%

7.7%

5.8%

3.6%

1.1%

1.9%

4%

8.3%

6.7%

3.3%

2%

1.1%

0% 5% 10%

70歳〜

60〜69歳

50〜59歳

40〜49歳

30〜39歳

〜29歳

2022 2023 2024

2.0％以下

3.3％以下

6.7％以下

4.0％以下

1.1％以下

8.3％以下

目標に対する推進状況

7人 8人
1人

6人以下

0人
5人

10人

2022 2023 2024 2025 2026 2027

〇 死亡災害にかかる推進状況 〇 死傷災害にかかる推進状況

941人 926人
890人

940人以下

800人
900人

1000人

2022 2023 2024 2025 2026 2027

4768人
1816人
4768人以下

1000人
3000人
5000人

2018〜2022 2023〜2024
死傷者数 目標

45人
9人

42人以下

0人
25人
50人

2018〜2022 2023〜2024
死亡者数 目標

高知労働局 ・ 各労働基準監督署 （R7.10）

①

②

①

②

yoshimotoy
フリーテキスト
資料No.４



３ 高年齢労働者の労働災害防止対策の推進

アウトカム指標アウトプット指標

増加傾向にある60歳以
上の労働災害発生割合
について、2022年と比
較して2027年までに増
加に歯止めをかける。

「高年齢労働者の安全
と健康確保のためのガ
イドライン」に基づく
高年齢労働者の安全衛
生確保の取組を実施す
る事業場の割合を2027
年までに50％以上とす
る。

全
業
種
対
象

４ 業種別の労働災害防止対策の推進

アウトカム指標アウトプット指標

死亡者数を2018年から
2022年までと比較して、
2023年から2027年まで
の５年間で10％以上減
少させる。(12人以下)

墜落・転落災害の防止
に関するリスクアセス
メントに取り組む事業
場の割合を、2027年ま
でに85％以上とする。

建
設
業

死亡者数を2018年から
2022年までと比較して、
2023年から2027年まで
の５年間で15％以上減
少させる。(７人以下)

機械による「はさま
れ・巻き込まれ」防止
対策に取り組む事業場
の割合を、2027年まで
に60％以上とする。

製
造
業

機械による「はさま
れ・巻き込まれ」災害
の死傷者数を、2022年
と比較して2027年まで
に５％以上減少させる。
(18人以下)

死亡者数を2018年から
2022年までと比較して、
2023年から2027年まで
の５年間で10％以上減
少させる。(５人以下)

「チェーンソーによる
伐木等作業の安全に関
するガイドライン」に
基づく措置を実施する
事業場の割合を、2027
年までに60％以上とす
る。

林
業

死傷者数を、2022年と
比較して2027年までに
５％以上減少させる。
(80人以下)

「陸上貨物運送事業に
おける荷役作業の安全
対策ガイドライン」に
基づく措置を実施する
事業場の割合を、2027
年までに45％以上とす
る。

陸
上
貨
物
運
送
事
業

アウトカム指標アウトプット指標

社会福祉施設における
腰痛の労働災害発生割
合について、2022年と
比較して2027年までに
減少させる。

介護・看護業務におい
て、ノーリフトケアを
導入している事業場の
割合を2027年までに増
加させる。

医
療
・
福
祉

54.7% 54.7%超え

40%

50%

60%

2024* 2027

18%

50%以上

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%

2024* 2027

91.8%
85%以上

70%
80%
90%

100%

2024* 2027

81.6%

60%以上
50%
60%
70%
80%
90%

2024* 2027

97.1%
60%以上

50%
60%
70%
80%
90%

100%

2024* 2027

90.9%

45%以上
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

2024* 2027

3.6%
9.8%

2.7%
3.6%未満

0%

5%

10%

2022 2023 2024 2027

33.9%
31.7% 32.6%

33.9%以下

20%

30%

40%

2022 2023 2024 2027

14人
1人

12人以下

0人
10人
20人

2018
〜2022

2023
〜2024

9人
3人

7人以下

0人

10人

2018
〜2022

2023
〜2024

19人

38人
26人
18人以下

0人
10人
20人
30人
40人

2022 2023 2024 2027

6人
0人

5人以下

0人

10人

2018
〜2022

2023
〜2024

85人
78人 69人

80人以下

50人

70人

90人

2022 2023 2024 2027
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アウトカム指標アウトプット指標

週労働時間40時間以上
である雇用者のうち、
週労働時間60時間以上
の雇用者の割合を、
2025年までに５％以下
とする。

企業における年次有給
休暇の取得率を、2025
年までに70％以上とす
る。

全
業
種
対
象

勤務間インターバル制
度を知っている企業の
割合を、2025年までに
80％以上とする。

自分の仕事や職業生活
に関することで強い不
安、悩み、ストレスが
あるとする労働者を、
2023年と比較して減少
させる。

メンタルヘルス対策に
取り組む事業場の割合
を、2027年までに80％
以上とする。

労働者50人未満の小規
模事業場におけるスト
レスチェック実施の割
合を、2027年までに
50％以上となるよう促
進を図る。

各事業場において必要
な産業保健サービスを
提供している事業場の
割合を、2027年までに
80％以上とする。

６ 化学物質等による健康障害防止対策の推進

アウトカム指標アウトプット指標

化学物質を起因物とす
る死傷災害の件数を、
2018年から2022年まで
と比較して、2023年か
ら2027年までで５％以
上減少させる。(16件以
下)

①

②

①危険性又は有害性が
把握されている化学物
質について、リスクア
セスメントを行ってい
る事業場の割合を、
2027年までに80％以上
とするとともに、
②リスクアセスメント
結果に基づいて、労働
者の危険又は健康障害
を防止するための必要
な措置を実施している
事業場の割合を2027 年
までに80％以上とする。

全
業
種
対
象

増加が懸念される熱中
症による死傷者数を、
2018年から2022年まで
と比較して、2023年か
ら2027年までで減少さ
せる。

熱中症災害防止のため、
暑さ指数を把握し活用
している事業場の割合
を、2023 年と比較して
2027年までに増加させ
る。

５ 労働者の健康確保対策の推進

66.6%
80%以上

50%
60%
70%
80%
90%

2024* 2027

55.4%

80%以上

40%
50%
60%
70%
80%
90%

2024* 2027

35.5%
50%以上

20%
30%
40%
50%
60%

2024* 2027

45.6%

80%以上

30%40%50%60%70%80%90%

2024* 2027

53.7%

80%以上

40%
50%
60%
70%
80%
90%

2024* 2027

88.9%
80%以上

60%
70%
80%
90%

100%

2024* 2027

31.1% 31.1%超え

20%

30%

40%

2024* 2027

67.6% 70%以上

50%
60%
70%
80%

2023 2025
(出典：R5年度高知県労働環境等実態調査)

82.7% 82.7%未満

60%
70%
80%
90%

2023 2027

（全国）

24人
9人

23人以下

0人
10人
20人
30人

2018
〜2022

2023
〜2024

17件
7件

16件以下

0人
10人
20人

2018
〜2022

2023
〜2024

1.9%
5%以下

0%

5%

10%

2023 2025
(出典：R5年度高知県労働環境等実態調査)

(治療と仕事の両立支援対策の実施状況)



アウトカム指標アウトプット指標

交通労働災害における
死亡者数を、2018年か
ら2022年までと比較し
て、2023年から2027年
までで10％以上減少さ
せる。(12人以下)

「交通労働災害防止の
ガイドライン」を活用
している事業場、交通
労働災害防止のための
安全教育を実施してい
る事業場を2023年と比
較して2027年までに増
加させる。

全
業
種
対
象

８ 外国人労働者に対する安全衛生対策の推進

アウトカム指標アウトプット指標

外国人労働者の労働災
害発生割合を2022年と
比較して増加させない。

外国人労働者の母国語
に翻訳された教材や視
聴覚教材を用いる等、
外国人労働者に分かり
やすい方法での労働災
害防止の教育を実施す
る事業場を50％以上と
する。

全
業
種
対
象

アウトプット指標進捗状況の把握について

７ 交通労働災害防止対策の推進

44% 44%超え

30%
40%
50%
60%

2024* 2027

55.1% 50%以上

40%
50%
60%
70%

2024* 2027

14人
3人

12人以下

0人
10人
20人

2018
〜2022

2023
〜2024

1.3%

1.8%
1.6%

1.3%以下

1%

1.5%

2%

2022 2023 2024 2027

９ 個人事業者等に対する安全衛生対策の推進

労働安全衛生法第20条、第21条等に基づく作業場所に起因する危険に対処するもの（退避、危険個所へ
の立入禁止等）、労働安全衛生法第22条で規定する有害物質による健康障害の防止措置について、個人事
業者等に対しても労働者と同等の保護措置を講じることが義務付けられたことから、発注者、事業者等に対
し様々な機会を捉えて周知・啓発を実施。

調査方法： 事業場に自主点検表を郵送配布し、点検結果について電子回答を得た。
調査対象： 県内の労働者５名以上の1,793事業場。
実施期間： 令和７年３月25日〜4月24日（電子回答締切：5月20日）
回収状況： 643件（回収率35.9％）

（注）自主点検の集計結果を、アウトプット指標推進状況のグラフに『2024＊』として図示した。

高知労働局第14次労働災害防止計画等について

〇 高知労働局 第14次労働災害防止計画
https://jsite.mhlw.go.jp/kochi-roudoukyoku/newpage_00809.html

〇 Safe Work KOCHI
https://jsite.mhlw.go.jp/kochi-
roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/_120250/_120440.html
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厚生労働省組織令（抄） 
平成１２年政令第２５２号 

 
第１５６条の２（地方労働審議会） 

都道府県労働局に、地方労働審議会を置く。 
 

２ 地方労働審議会は、次に揚げる事務をつかさどる。 
一 都道府県労働局長の諮問に応じて労働基準法、労働時間等の設定の改善に関する特別措置

法（平成４年法律第９０号）、労働安全衛生法、作業環境測定法（昭和５０年法律第２８号）、

賃金の支払の確保等に関する法律（昭和５１年法律第３４号）、職業安定法、労働者派遣事業

の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和６０年法律第８８号。第４

４条、第４５条及び第４７条の規定に限る。）、港湾労働法（昭和６３年法律第４０号）及び

家内労働法の施行並びに公共職業安定所の業務に関する重要事項を調査審議すること。 
 
二 前号に規定する重要事項に関し、都道府県労働局長又は関係行政機関（家内労働法の施行

に関する重要事項にあたっては、都道府県労働局長）に意見を述べること。 
 
三 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法、地域雇用開発促進法及び家内労働法の規定

によりその権限に属させられた事項を処理すること。 
 
３ 厚生労働大臣が指定する都道府県労働局に置かれる地方労働審議会は、前項に定めるもの

のほか、関係都道府県労働局長の諮問に応じて同項第１号に掲げる重要事項のうち港湾労働

法の施行に関するものであって二以上の都道府県の区域の一部をその区域とする港湾に係る

ものについて調査審議し、かつ、関係都道府県労働局長又は関係行政機関に意見を述べるこ

とができる。 
 
４ 前２項に定めるもののほか、地方労働審議会に関し必要な事項については、地方労働審議

会令（平成１３年政令第３２０号）の定めるところによる。 
 
 

資料No.5 
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地 方 労 働 審 議 会 令 
平成１３年９月２７日政令第３２０号 

 

（名称） 
第１条 

地方労働審議会（以下「審議会」という。）には、当該都道府県労働局の名を冠する。 

（組織） 
第２条 

審議会は、委員１８人で組織する。 
２ 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことがで

きる。 
３ 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。 

（委員等の任命） 
第３条 

委員は、労働者（家内労働法〈昭和４５年法律第６０号〉第２条第２項に規定する家内労

働者を含む。以下同じ。）を代表する者、使用者（同条第３項に規定する委託者を含む。以

下同じ。）を代表する者及び公益を代表する者のうちから、都道府県労働局長が各同数を任

命する。 
２ 臨時委員は、関係労働者を代表する者、関係使用者を代表する者及び公益を代表する者の

うちから、都道府県労働局長が任命する。 
３ 臨時委員のうち、関係労働者を代表する者及び関係使用者を代表する者は、各同数とする。 
４ 専門委員は、審議会の同意を得て、都道府県労働局長が任命する。 

（委員の任期等） 
第４条 

委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
２ 委員は、再任されることができる。 
３ 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで、その職務を行うも

のとする。 
４ 臨時委員は、その者の任命の係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解

任されるものとする。 
５ 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任さ

れるものとする。 
６ 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。 
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（会長） 
第５条 

審議会に会長を置き、公益を代表する委員のうちから、委員が選挙する。 
２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 
３ 会長に事故があるときは、公益を代表する委員のうちから会長があらかじめ指名する委員

が、その職務を代理する。 

（部会） 
第６条 

審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 
２ 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。 
３ 前項の委員のうち、労働者を代表する者及び使用者を代表する者は、各同数とする。 
４ 第２項の臨時委員のうち、関係労働者を代表する者及び関係使用者を代表する者は、各同

数とする。 
５ 部会に部会長を置き、当該部会に属する公益を代表する委員及び臨時委員のうちから、当

該部会に属する委員及び臨時委員が選挙する。 
６ 部会長は、当該部会の事務を掌理する。 
７ 部会長に事故があるときは、当該部会に属する公益を代表する委員又は臨時委員のうちか

ら部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 
８ 審議会は、その定めるところにより、部会（その部会長が委員であるものに限る。）の決議

をもって審議会の決議とすることができる。 

（最低工賃専門部会） 
第７条 

家内労働法第２１条第１項の規定により審議会に置かれる専門部会（以下「最低工賃専門

部会」という。）に属すべき委員及び臨時委員は、会長が指名する。 
２ 前項の臨時委員のうち、関係労働者を代表する者及び関係使用者を代表する者は、各同数

とする。 
３ 最低工賃専門部会は、その任務が終了したときは、審議会の決議により、廃止するものと

する。 
４ 前条第５項から第８項までの規定は、最低工賃専門部会について準用する。 

（議事） 
第８条 
審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の三分の二以上又は労働者関係委員（労働者

を代表する委員及び議事に関係のある臨時委員のうち関係労働者を代表するものをいう。）、使

用者関係委員（使用者を代表する委員及び議事に関係のある臨時委員のうち関係使用者を代表

するものをいう。）及び公益関係委員（公益を代表する委員及び議事に関係のある臨時委員のう

ち公益を代表するものをいう。）の三分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決すること

ができない。 
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２ 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決

し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 
３ 前２項の規定は、部会及び最低工賃専門部会の議事に準用する。 

（庶務） 
第９条 

審議会の庶務は、当該都道府県労働局において処理する。 

（雑則） 
第 10条 

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長

が審議会に諮って定める。 
 
 

附則 
この政令は、平成１３年１０月１日から施行する。 
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高知地方労働審議会運営規程 

 

（規程の目的） 

第１条 高知地方労働審議会（以下「審議会」という。）の議事運営は、厚生労働省組織令（平成

１２年政令第２５２号）第１５６条の２及び地方労働審議会令（平成１３年政令第３２０

号。以下「審議会令」という。）に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。 

 

（会議の招集） 

第２条 審議会の会議（以下「会議」という。）は、高知労働局長（以下「局長」という。）の請

求があったとき、会長が必要あると認めるとき又は委員の３分の１以上から請求があった

ときに会長が召集する。 

２ 会長は、前項の規定にかかわらず、局長から諮問を受ける場合には、委員に対しその旨

を通知することにより、会議を召集せずに当該諮問に係る議事を処理することができる。 

３ 局長又は委員は、会長に会議の招集を請求するときは、付議事項及び日時を明らかにし

なければならない。 

４ 会長は、会議を招集しようとするときは、緊急やむを得ない場合のほか、少なくとも７

日前までに付議事項、日時及び場所を委員及び局長に通知しなければならない。 

５ 会長が選任されていない場合の会議の招集及び開催については、局長が行うものとする。 

 

（会議への出席方法及び委員の欠席） 

第３条 委員は、会長が必要と認めるときは、テレビ会議システム（映像と音声の送受信により

相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができるシステムをいう。次項において

も同じ。）を利用する方法によって会議に出席することができる。 

  ２ テレビ会議システムを利用する方法による会議への出席は、審議会令第８条第１項及び

第２項（同条第３項において準用する場合を含む。）に規定する会議への出席に含めるもの

とする。 

  ３ 委員は、病気その他の理由により会議に出席することができないときは、その旨を会長

に通知しなければならない。 

 

（会議の進行等） 

第４条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。 

２ 委員は、会議において発言しようとするときは、会長の許可を受けるものとする。 

３ 審議会は、会長が必要があると認めるときは、委員でない者の説明又は意見を聴くこと

ができる。 

 

（会議の開催） 

第５条 会議は、原則として公開する。ただし、公開することにより、個人若しくは団体の情報

の保護に支障を及ぼす恐れがある場合、個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害される
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恐れのある場合又は率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれる恐れ

がある場合には、会長は、会議を非公開とすることができる。 

 

（議事録及び議事要旨） 

第６条 審議会の議事については、議事録を作成する。 

２ 議事録及び会議の資料は、原則として公開する。ただし、公開することにより、個人若

しくは団体の情報の保護に支障を及ぼす恐れがある場合、個人若しくは団体の権利利益が

不当に侵害される恐れのある場合又は率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当

に損なわれる恐れがある場合には、会長は、議事録及び会議の資料の全部又は一部を非公

開とすることができる。 

３ 議事録を非公開とする場合には、議事要旨を作成し公開するものとする。 

 

（議決後の取扱） 

第７条 会長は、審議会が議決を行ったときは、当該議決に係る答申書、議決書又は意見書をそ

の都度局長に送付しなければならない。 

２ 審議会は、厚生労働省組織令第１５６条第２項第２号の規定により関係行政機関に意見

を述べたときは、当該意見書の写しを局長に送付しなければならない。 

 

（部会の設置） 

第８条 審議会は、審議会令第６条第１項の規定に基づき、次の部会を置くこととする。 

一 労働災害防止部会 

二 家内労働部会 

 

（部会への準用） 

第９条 第２条（第２項を除く）から第６条までの規定は、前条の部会及び最低工賃専門部会に

ついて準用する。この場合において、「会長」とあるのは「部会長」、また「委員」とある

のは「委員及び臨時委員」と読み替えるものとする。 

 

（部会の議決） 

第 10 条 部会長が委員である部会又は最低工賃専門部会が、その所掌事務について議決（全会一

致の場合に限る。）をしたときは、当該議決をもって審議会の議決とする。ただし、審議会

が、あらかじめ当該議決に係る事項に関して、審議会の議決を特に必要とすることを議決

したときは、この限りでない。 

２ 審議会は、部会長が臨時委員である最低工賃専門部会が、その所掌事務について議決（全

会一致の場合に限る。）をしたときは、会長がその内容を委員に通知し、了承を得ることに

より、当該議決を審議会の議決とすることができる。 

 

（臨時委員の任期） 

第 11条 臨時委員は、審議会令第４条第４項及び第５項に規定する場合のほか、会長の任期が終
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了したときに解任されるものとする。ただし、再任を妨げない。 
 

（最低工賃専門部会の廃止） 

第 11 条の２ 

最低工賃専門部会が第１０条第１項に基づく議決をした場合において、当該議決が家内

労働法（昭和４５年法律第６０条）以下、「法」という。）第８条第１項及び第１０条に規

定する最低工賃の決定又は、改正若しくは廃止に関するものである場合であって法第９条

第２項の規定に基づく異議の申出がなかった場合には、当該専門部会は当該異議の申出が

できることとされた日をもって廃止するものとする。 

 

（部会及び最低工賃専門部会の議事運営） 

第 12 条 この規程に定めるもののほか、部会及び最低工賃専門部会の議事運営に関し必要な事項

は、部会長が当該部会及び最低工賃専門部会に諮って定める。 

 

（規程の改廃） 

第 13 条 この規程の改廃は、審議会の議決に基づいて行う。 

 

 

附則 

この規程は、平成１３年１１月２７日から施行する。 

この規程は、平成１４年１０月３０日から施行する。 

この規程は、平成２４年１１月１３日から施行する。 

この規定は、令和３年３月１８日から施行する。 
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高知地方労働審議会労働災害防止部会運営規程 

 

 

（規程の目的） 

第１条 高知地方労働審議会労働災害防止部会（以下「部会」という。）の議事運営

は、厚生労働省組織令（平成１２年政令第２５２号）第１５６条の２及び地方

労働審議会令（平成１３年政令第３２０号。）並びに高知地方労働審議会運営

規程(平成１３年１１月２７日施行)に定めるもののほか、この規程の定めると

ころによる。 

 

（審議事項) 

第２条 部会は、労働災害防止に関する専門の事項であって高知地方労働審議会(以

下「審議会」という。)から付託された事項を調査審議する。 

  

（審議会報告） 

第３条 部会長は、部会において調査審議した結果の概要を審議会へ報告する。 

 

（部会の運営） 

第４条 部会の運営に関して必要な事項は、部会長が部会に諮って定める。 

 

（規程の改廃） 

第５条 この規程の改廃は、部会の議決に基づいて行う。 

 

 

附則 

この規程は、平成１４年３月１５日から施行する。 
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高知地方労働審議会の公開に関する要領 
 
１ 目的 
  この要領は、高知地方労働審議会運営規程第５条に定めた、審議会の公開に関する基準 
及び手続きを定め、審議会の活動を広く一般に説明することができるようにするとともに 
審議会の円滑な運営に資することを目的とする。 

 
２ 審議会の公開基準 
  審議会の会議は、次の場合を除き公開するものとする。 
⑴ 公開することにより、個人又は団体の情報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合。 
⑵ 公開することにより、個人又は団体の権利利益が不当に侵害されるおそれがある場合。 
⑶ 公開することにより、率直な意見の交換又は意志決定の中立性が不当に損なわれるおそれ

がある場合。 
 
３ 公開の方法等 
⑴ 審議会の公開は、会議の傍聴を希望する者に対し、当該審議会の長が会議の傍聴を認める

ことにより行う。 
⑵ 審議会は、公開する会議において傍聴を認める定員をあらかじめ定め、当該会議の会場に

傍聴席を設ける。 
⑶ 審議会の長は、会議を公開するに当たっては、会議が公正かつ円滑に行われるよう   会
議の傍聴にかかる遵守事項を定め、当該会議の秩序維持に努める。 

 
４ 会議開催の周知 
  審議会は、会議を公開するに当たっては、当該会議の開催日の７日前までに、開催日時、 
 開催場所、議題、傍聴者の定員、傍聴の手続き、その他必要な事項を記載した開催通知を 
 局掲示板に掲示する。 
 
５ その他 
⑴ この要領に定めるもののほか、この要領の実施に関し必要な事項は別に定める。 
⑵ この要領は、平成１５年１１月１５日以降に開催される審議会から適用する。 
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